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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
部
字
壹
本
木
六
八
四
、
六
八
五
、
六
八
七
及
び
六
八
九
の
乙

二
　
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
身
延
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
起
業
者
の
名
称

富
士
吉
田
市

二
　
事
業
の
種
類

御
師
塩
屋
外
川
家
住
宅
整
備
活
用
事
業

三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
富
士
吉
田
市
大
字
上
吉
田
三
丁
目
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
を
認
定
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

御
師
塩
屋
外
川
家
住
宅
整
備
活
用
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
三

十
二
号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
、
運
動
場
、
墓
地
、
市
場

そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
関
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
一
号
に

該
当
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
平
成
十
七
年
度
に
一
般
財
源
に
よ
り
財
政
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本
事
業
を
遂
行

す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号

に
該
当
す
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
号
　
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
四
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

九
月
十
五
日

第
千
六
百
四
号

木　曜　日



（一）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

本
事
業
は
、
富
士
山
信
仰
が
最
盛
期
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
に
、
登
山
者
の
宿
泊
施
設
と
し
て

建
築
さ
れ
た
外
川
家
住
宅
を
永
久
的
に
保
存
し
、
併
せ
て
市
及
び
観
光
客
に
公
開
す
る
た
め
、

富
士
吉
田
市
歴
史
民
俗
博
物
館
の
附
属
施
設
と
し
て
取
得
し
、
及
び
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
。

御
師
住
宅
は
、
歴
史
的
価
値
が
高
く
、
富
士
吉
田
市
内
に
、
最
盛
期
に
は
約
八
十
軒
存
在
し

て
い
た
が
、
現
在
で
は
建
替
え
、
解
体
等
に
よ
り
約
二
十
軒
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、
富
士
吉
田
市
に
お
い
て
外
川
家
住
宅
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
住
宅
は
、

江
戸
時
代
中
期
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
部
材
の
大
半
が
建
築
当
初
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い

る
な
ど
、
市
内
の
他
の
重
要
文
化
財
と
比
較
し
て
も
そ
の
歴
史
的
価
値
は
高
い
と
判
断
さ
れ
た

こ
と
か
ら
急
き
ょ
保
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

本
事
業
が
完
成
す
る
と
、
市
民
の
歴
史
文
化
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
次
代
に
文
化
を
継
承

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
等
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大
き
い
と
認
め

ら
れ
る
。

（二）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

本
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
環
境
に
与
え
る
影
響
は
、
工
事
期
間
中
の
騒
音
及
び
振
動
に
起

因
す
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
工
事
は
現
在
建
築
さ
れ
て
い
る
物
件
の
補
修

が
中
心
で
あ
り
、
周
辺
環
境
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
事

業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

起
業
地
の
選
定

本
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
は
、
外
川
家
住
宅
を
移
築
す
る
可
能
性
も
検
討
し
た
が
、
当

該
建
築
物
は
宗
教
的
な
視
点
か
ら
現
在
地
に
建
設
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
土
地
も
富
士

吉
田
市
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
町
並
み
の
中
で
保
存
整
備
す
る
と
の
方
針

か
ら
、
移
築
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
価
値
及
び
事
業
の
目
的
が
損
な
わ
れ
る
結
果
に

な
る
こ
と
か
ら
現
在
地
を
起
業
地
と
し
た
が
、
こ
れ
は
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（四）

比
較
衡
量

（一）
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
（二）
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結

果
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら

れ
る
と
と
も
に
、
（三）
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
の
起
業
地
は
、
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
事
業
は
、「
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
」
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
該
当
す
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

（一）

申
請
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

本
事
業
は
、
富
士
吉
田
市
内
に
残
存
す
る
御
師
住
宅
の
う
ち
、
建
築
当
初
の
形
態
及
び
特
徴

が
明
り
ょ
う
で
あ
り
、
部
材
の
大
半
が
建
築
当
初
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
等
、
他
の
物
件
と
比

較
す
る
と
そ
の
歴
史
的
価
値
が
非
常
に
高
い
と
判
断
さ
れ
た
外
川
家
住
宅
を
保
存
整
備
す
る
事

業
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
三
月
、
専
門
家
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
外
川
家
住
宅
は
、
富
士
吉
田

市
内
に
現
存
す
る
国
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る
同
種
の
建
築
物
と
同
程
度
又
は
そ
れ
以
上
に
貴

重
で
あ
る
と
の
結
果
が
出
さ
れ
、
同
年
十
一
月
に
富
士
吉
田
市
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
起
業
者
に
お
い
て
、
更
に
そ
の
歴
史
的
価
値
を
考
慮
し
、
速
や
か
に
保
存
整

備
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
早
期
に
本
事
業
を
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
事
業
は
、
貴
重
な
歴
史
的
遺
構
を
町
並
み
の
中
で
保
存
整
備
す
る
こ
と
、
市
民
の
歴
史
文

化
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
次
代
に
文
化
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
い
る
。

起
業
地
の
範
囲
は
、
現
在
、
富
士
吉
田
市
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
あ

り
、
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
に
お
い
て
、
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用

に
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
と
す
る
こ
と
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

以
上
に
よ
り
、
本
事
業
は
、
「
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
」
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
該
当
す
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
は
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
り
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

富
士
吉
田
市
歴
史
民
俗
博
物
館

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
栗
合
成
田
線

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
号
　
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

六
四
二



三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
大
字
御
坂
町
成
田
字
西
条
一
一
一
二
番
の

旧

八
・
三
〜

八
五
・
三

三
地
先
か
ら

一
一
・
三

笛
吹
市
大
字
御
坂
町
成
田
字
西
条
一
一
二
九
番
の

一
地
先
ま
で

新

一
一
・
三
〜

八
五
・
三

八
三
・
三

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
栗
合
成
田
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
大
字
御
坂
町
栗
合
字
山
ノ
神
一
八
〇
番
の

旧

八
・
五
〜

八
五
・
〇

三
地
先
か
ら

一
一
・
五

笛
吹
市
大
字
御
坂
町
栗
合
字
平
塚
一
五
七
番
の
一

地
先
ま
で

新

八
・
五
〜

八
五
・
〇

三
三
・
五
　
　

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
竹
居
御
坂
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
大
字
御
坂
町
下
之
原
字
原
畑
一
一
七
八
番

旧

五
・
五
〜

三
七
・
〇

の
一
地
先
か
ら

六
・
五

笛
吹
市
大
字
御
坂
町
下
之
原
字
原
畑
一
一
七
八
番

の
六
地
先
ま
で

新

六
・
〇
〜

三
七
・
〇

七
・
五
　
　

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
中
道
塩
山
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
大
字
御
坂
町
栗
合
字
山
ノ
神
一
七
九
番
の

旧

六
・
〇
〜

一
四
〇
・
〇

一
地
先
か
ら

二
一
・
〇

笛
吹
市
大
字
御
坂
町
下
之
原
字
原
畑
一
一
七
六
番

の
一
地
先
ま
で

新

八
・
〇
〜

一
四
〇
・
〇

四
六
・
五
　
　

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
号
　
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

六
四
三



路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
身
延
本
栖
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷
三
五
〇
五
番

旧

一
〇
・
〇
〜

三
二
・
〇

の
三
地
先
か
ら

二
五
・
〇

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷
三
五
〇
三
番

の
三
一
地
先
ま
で

新

一
六
・
〇
〜

三
二
・
〇

二
五
・
〇
　
　

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
北
杜
富
士
見
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
大
泉
町
大
字
谷
戸
官
有
無
番
地
地
先
か
ら

旧

一
八
・
六
〜

一
九
三
・
〇

北
杜
市
大
泉
町
大
字
谷
戸
官
有
無
番
地
地
先
ま
で

四
六
・
〇

新

二
三
・
〇
〜

一
九
三
・
〇

五
〇
・
六
　
　

山
梨
県
告
示
第
四
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
都
留
道
志
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
大
野
字
松
猪
沢
山
三
五
一
六
番
の
一
地
先

旧

一
〇
・
二
〜

一
三
三
・
八

か
ら

一
〇
・
六

都
留
市
大
野
字
松
猪
沢
山
三
五
一
六
番
の
一
地
先

ま
で

新

一
〇
・
二
〜

一
三
三
・
八

五
七
・
二
　
　

山
梨
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

大
菩
薩
初
鹿

東
山
梨
郡
大
和
村
大
字
木
賊
字
棚
沢

一
〇
二
・
八
平
成
十
七
年

野
線

七
〇
五
番
の
一
地
先
か
ら

九
月
二
十
日

東
山
梨
郡
大
和
村
大
字
木
賊
字
棚
沢

七
〇
五
番
の
一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
号
　
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

六
四
四



'
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
吉
沢
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
美
咲
一
丁
目
十
四
番
八
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
長
田
夏
彦

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
│
一
四
）
第
七
三
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設

工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
八
月
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
丸
徳
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
丸
の
内
三
丁
目
十
九
番
三
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
秋
山
和
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
│
一
四
）
第
一
二
六
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
造
園
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建

設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
桑
原
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
千
三
百
八
十
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
桑
原
誠

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
│
一
六
）
第
一
五
一
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
管
工
事
業
及
び
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
総
合
建
設
斉
藤
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
御
坂
町
栗
合
二
百
六
十
九
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
斉
藤
功

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
六
）
第
三
一
一
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
及
び
内
装

仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
号
　
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

六
四
五



山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
望
月
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
韮
崎
市
大
草
町
下
條
西
割
百
五
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
袈
裟
松

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
四
）
第
三
四
七
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
七
月
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
長
井
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
西
八
幡
八
百
六
十
六
番
地
八

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
長
井
實
義

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
二
）
第
五
〇
一
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
管
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
萩
原
製
作
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
西
下
条
町
千
三
百
四
十
七
番
地
七

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
萩
原
彰
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
四
）
第
五
四
六
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
真
栄
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
大
下
条
千
八
十
四
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
大
石
剛

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
四
）
第
五
五
五
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の

取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
八
月
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
泉
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
里
吉
一
丁
目
四
番
一
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
有
泉
親
男

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
号
　
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

六
四
六



三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
七
）
第
五
七
四
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
八
月
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
日
設
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
湯
村
三
丁
目
五
番
二
十
一
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
君
島
由
則

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
│
一
二
）
第
五
七
五
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
八
月
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
大
輪
電
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
東
中
島
千
九
百
四
十
四
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
大
輪
三
郎

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
三
）
第
六
〇
六
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
七
月
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
藤
プ
ラ
ン
ト
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
山
梨
市
三
ヶ
所
三
百
九
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
藤
原
堅
次

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
三
）
第
六
〇
七
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
富
士
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
千
三
十
九
番
地
十
五

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
坂
本
祐
貴

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
五
）
第
六
九
二
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
号
　
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

六
四
七



許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
日
栄

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
山
梨
市
南
千
十
二
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
日
原
誠

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
三
）
第
七
五
三
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
工
藝
舎

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
名
取
四
百
六
番
地
三

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
福
島
正

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
四
）
第
八
四
五
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ

ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、

塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
八
月
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
若
草

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

小
池
　
正
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
十
日
市
場
二
〇
一
三
番
平
成
十
七
年
六
月
二
十
七
日

地

同

市
川
　
元
就

同
　
　
　
　
　
鏡
中
條
四
六
四
番
地

同

同

深
沢
　
高
敏

同
　
　
　
　
　
加
賀
美
二
一
三
二
番
地
同

同

河
西
　
利
朗

同
　
　
　
　
　
十
日
市
場
一
六
九
六
番
同

地
一

同

河
西
弥
太
郎

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
三
番
同

地
一
五

同

金
丸
　
辰
雄

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
七
番
同

地

同

河
西
　
久

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
八
番
同

地

同

斉
藤
　
道
夫

同
　
　
　
　
　
加
賀
美
二
七
九
九
番
地
同

同

田
中
　
勲

同
　
　
　
　
　
寺
部
一
九
六
八
番
地
一
同

同

塚
原
　
秀
男

同
　
　
　
　
　
　
　
二
六
四
七
番
地
一
同

同

田
中
　
清

同
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
一
番
地

同

同

斉
藤
　
秀
明

同
　
　
　
　
　
鏡
中
條
一
〇
〇
八
番
地
同

同

三
木
　
清

同
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
九
番
地
一
同

同

三
木
　
虎
雄

同
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
一
番
地

同

山
梨
県
公
報
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同

金
丸
　
敦

同
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
七
番
地

同

同

斉
藤
　
俊
昭

同
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
六
番
地

同

同

内
藤
　
一
久

同
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
九
番
地

同

同

樋
口
　
満

同
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
三
番
地
一
同

同

名
取
　
英
也

同
　
　
　
　
　
寺
部
一
四
五
〇
番
地
一
同

同

青
柳
　
富
雄

同
　
　
　
　
　
下
今
井
一
八
六
番
地

同

同

上
野
　
廣

同
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
六
番
地

同

同

志
村
　
賢
司

同
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
九
番
地

同

監
　
事

金
丸
　
泰
明

同
　
　
　
　
　
十
日
市
場
一
九
四
四
番
同

地
一

同

沢
登
　
安
治

同
　
　
　
　
　
加
賀
美
三
〇
四
一
番
地
同

同

保
坂
　
準
一

同
　
　
　
　
　
寺
部
七
五
一
番
地

同

同

横
打
　
自
助

同
　
　
　
　
　
鏡
中
條
一
〇
〇
四
番
地
同

同

名
取
　
則
光

同
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
六
番
地

同

同

志
村
　
利
昭

同
　
　
　
　
　
下
今
井
五
四
五
番
地

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

金
丸
　
辰
雄

南
ア
ル
プ
ス
市
十
日
市
場
一
九
六
七
番
平
成
十
七
年
六
月
二
十
八
日

地

同

河
西
　
利
朗

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
六
番
同

地

同

小
池
　
直
己

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四
四
番
同

地

同

金
丸
　
一
明

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
四
番
同

地
一

同

斉
藤
　
道
夫

同
　
　
　
　
　
加
賀
美
二
七
九
九
番
地
同

同

塚
原
　
秀
男

同
　
　
　
　
　
寺
部
二
六
四
七
番
地
一
同

同

田
中
　
勲

同
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
八
番
地
一
同

同

田
中
　
清

同
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
一
番
地

同

同

齊
藤
　
秀
明

同
　
　
　
　
　
鏡
中
條
一
〇
〇
八
番
地
同

同

金
丸
　
敦

同
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
七
番
地

同

同

小
林
　
義
男

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇
四
番
地
同

二

同

三
木
　
清

同
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
九
番
地
二
同

同

名
取
　
英
也

同
　
　
　
　
　
寺
部
一
四
五
〇
番
地
一
同

同

樋
口
　
満

同
　
　
　
　
　
鏡
中
條
六
二
三
番
地
一
同

同

齊
藤
　
俊
昭

同
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
六
番
地

同

同

内
藤
　
一
久

同
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
九
番
地

同

同

志
村
　
庄
祐

同
　
　
　
　
　
下
今
井
六
五
九
番
地

同

同

志
村
　
賢
司

同
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
九
番
地

同

同

上
野
　
廣

同
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
六
番
地

同

同

小
池
　
正
夫

同
　
　
　
　
　
十
日
市
場
二
〇
一
三
番
同

地

同

松
田
　
毅

同
　
　
　
　
　
寺
部
二
一
三
八
番
地

同

同

五
味
　
喜
文

同
　
　
　
　
　
藤
田
一
六
四
九
番
地
二
同

監
　
事

加
藤
　
孝
男

同
　
　
　
　
　
十
日
市
場
一
九
一
五
番
同
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地

同

沢
登
　
安
治

同
　
　
　
　
　
加
賀
美
三
〇
四
一
番
地
同

同

保
坂
　
準
一

同
　
　
　
　
　
寺
部
七
五
一
番
地

同

同

横
打
　
貞
治

同
　
　
　
　
　
鏡
中
條
一
〇
〇
〇
番
地
同

同

内
田
　
康
司

同
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
〇
番
地

同

同

上
野
　
智
徳

同
　
　
　
　
　
下
今
井
六
二
〇
番
地

同

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

山
梨
県
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
内
　
　
藤
　
　
い
　
づ
　
み

第
一
条

山
梨
県
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
峡
南
の
項
中
「
三
珠
町
・
市
川
大
門
町
・
六
郷
町
」
を
「
市
川
三
郷
町
」
に
改
め
る
。

第
二
条

山
梨
県
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
塩
　
　
山
　
　
「
山
　
　
梨

表
峡
東
の
項
中
　
山
　
　
梨
　
を
　
笛
　
　
吹
　
に
改
め
、
「
東
山
梨
（
勝
沼
町
・
大
和
村
）
」

笛
　
　
吹
」

甲
　
　
州
」

を
削
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
十
七
年
十
一

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

'

平
成
十
八
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
（
甲
陵
高
等
学
校
及
び
大
月
短
期
大
学
附
属
高
等
学
校
を
除

く
。）
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
内
　
　
藤
　
　
い
　
づ
　
み

Ⅰ
　
一
般
入
学
者
選
抜

一
　
出
願
期
間

平
成
十
八
年
二
月
八
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
日
（
金
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す

る
。
た
だ
し
、
同
月
十
日
（
金
）
は
午
後
九
時
か
ら
正
午
ま
で
と
す
る
。

二
　
選
抜
方
法

調
査
書
及
び
学
力
検
査
の
結
果
を
総
合
し
て
行
う
。

三
　
学
力
検
査

１
　
検
査
期
日

平
成
十
八
年
三
月
七
日
（
火
）

２
　
検
査
教
科
及
び
配
点

イ
　
検
査
教
科
は
、
国
語
（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
「
書
く
こ
と
」
の
領
域
を
含
む
。
）
、

社
会
、
数
学
、
理
科
及
び
英
語
（
リ
ス
ニ
ン
グ
検
査
を
含
む
。）
の
五
教
科
と
す
る
。

ロ
　
配
点
は
、
各
検
査
教
科
百
点
と
す
る
。
た
だ
し
、
理
数
科
、
英
語
科
、
文
理
科
、
国
際
教

養
科
、
全
日
制
普
通
科
（
単
位
制
）
及
び
総
合
学
科
の
選
抜
並
び
に
普
通
科
の
コ
ー
ス
指
定

に
つ
い
て
は
、
検
査
教
科
の
配
点
を
変
え
て
行
う
。

３
　
検
査
時
間

国
語
は
五
十
五
分
と
し
、
社
会
、
数
学
、
理
科
及
び
英
語
は
各
四
十
五
分
と
す
る
。

四
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表

平
成
十
八
年
三
月
十
五
日
（
水
）
の
午
前
十
一
時

Ⅱ
　
推
薦
入
学

一
　
出
願
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
火
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

と
す
る
。
た
だ
し
、
同
月
十
四
日
（
土
）
及
び
同
月
十
五
日
（
日
）
を
除
き
、
同
月
十
七
日
（
火
）

は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
と
す
る
。

二
　
選
抜
方
法

調
査
書
、
志
願
理
由
書
、
推
薦
書
、
面
接
及
び
各
高
等
学
校
長
等
が
定
め
る
検
査
を
総
合
し
て

行
う
。

三
　
検
査
期
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
五
日
（
水
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
志
願
者
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
同
月

二
十
六
日
（
木
）
を
含
め
て
二
日
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
入
学
許
可
予
定
者
の
内
定

平
成
十
八
年
二
月
一
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
中
学
校
長
に
内
定
通
知
書
を
交
付
す

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
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る
。
た
だ
し
、
中
学
校
長
が
事
前
に
郵
便
等
に
よ
る
交
付
を
依
頼
し
た
場
合
等
に
は
、
郵
便
等
を

も
っ
て
中
学
校
長
に
内
定
通
知
書
を
交
付
す
る
。

五
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表

一
般
入
学
者
選
抜
の
入
学
許
可
予
定
者
と
併
せ
て
行
う
。

Ⅲ
　
再
募
集

一
　
出
願
期
間

１
　
全
日
制
課
程

平
成
十
八
年
三
月
十
五
日
（
水
）
の
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
、
同
月
十
六
日
（
木
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
十
七
日
（
金
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
と
す

る
。

２
　
定
時
制
課
程

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
金
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
月
十
八
日
（
土
）、
同
月
十
九
日
（
日
）
及
び
同
月
二
十
一
日

（
火
）
を
除
き
、
同
月
二
十
四
日
（
金
）
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
と
す
る
。

二
　
選
抜
方
法

一
般
入
学
者
選
抜
の
学
力
検
査
結
果
及
び
調
査
書
並
び
に
再
募
集
に
当
た
っ
て
の
面
接
及
び
作

文
又
は
新
た
に
行
う
学
力
検
査
の
結
果
を
総
合
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
定
時
制
課
程
に
つ
い
て
は
、

調
査
書
、
再
募
集
に
当
た
っ
て
の
学
力
検
査
及
び
面
接
に
基
づ
い
て
行
う
。

三
　
検
査
期
日

１
　
全
日
制
課
程
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
（
月
）

２
　
定
時
制
課
程
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
（
月
）

四
　
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表

１
　
全
日
制
課
程
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
三
日
（
木
）
の
午
前
十
一
時

２
　
定
時
制
課
程
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
九
日
（
水
）
の
午
前
十
一
時

Ⅳ
　
実
施
要
項

詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
平
成
十
八
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
等
入
学
者
選
抜
実
施
要

項
に
よ
る
。正

　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号
（
保
安
林
の
指
定
の
予
定
）

四
四
八

下

終
わ
り
か
ら
十
三

字
古
長
谷

字
宮
ノ
上

○
　
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日
山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号
（
保
安
林
の
指
定
の
予
定
）

五
一
一
ペ
ー
ジ
下
段
二
行
目
を
削
除
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
号
　
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

六
五
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
号
　
　
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

六
五
二


